
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
号

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
六
百
九
十
五
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
国

立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
学
院
養
成
訓
練
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

第
二
条
中
「
授
け
る
こ
と
」
の
下
に
「
並
び
に
障
害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
従
事
す
る
職
員
（
将
来
職
員
に
な
ろ
う

と
す
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
障
害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
関
す
る
理
論
及
び
技
術
を
授
け
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
以
下
「
養
成
」
」
を
「
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
技
術
者
の
養
成
」
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
障

害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
従
事
す
る
職
員
の
養
成
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
職
員
の
養
成
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」

に
改
め
、
「
技
術
者
の
研
修
」
の
下
に
「
並
び
に
障
害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
従
事
す
る
職
員
の
研
修
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
養
成
」
を
「
技
術
者
の
養
成
及
び
職
員
の
養
成
」
に
、
「
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
体
育
学

科
」
を
「
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
体
育
学
科
及
び
児
童
指
導
員
科
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

児
童
指
導
員
科
に
お
い
て
は
、
障
害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
従
事
す
る
職
員
の
養
成
を
行
う
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

児
童
指
導
員
科
の
修
業
年
限
は
、
一
年
と
す
る
。



第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

児
童
指
導
員
科
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
学
校
教
育
法
第
百
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
大
学
院

に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
、
総
長
が
入
学
を
許
可
し
た
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
従
事
し
て
い
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
障
害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
現

に
障
害
児
の
保
護
及
び
指
導
に
関
す
る
事
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
技
術
者
」
の
下
に

「
及
び
職
員
」
を
加
え
る
。


